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　ごみや草などの野焼きは、法律で禁止されています。
　ごみや草などをそのまま焼却する場合も、ドラム缶な
どの簡易な構造の焼却炉を使用して焼却する場合も野
焼きと同じ扱いになります。
　野焼きは、周辺地域の生活環境に与える影響や廃棄物
の不適正な処理の防止から原則禁止され、一定の例外を
除いて、罰則の対象となっています。（５年以下の懲役
若しくは 1,000 万円以下の罰金又は併科）
　近隣に住む方々へ迷惑をかけないためにも皆さんの
ご協力をお願いします。

《罰則対象の例外となる廃棄物の焼却》
①国または地方公共団体がその施設の管理を行うため
　に必要な廃棄物の焼却
②震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応
　急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
③風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な
　廃棄物の焼却
④農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないもの
　として行われる廃棄物の焼却
⑤たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄
　物の焼却であって軽微なもの

　ただし、野焼き禁止の例外規定とされた行為であった
としても生活環境上支障があり、苦情等がある場合は、
改善命令や行政処分および行政指導の対象となります。

■問い合わせ　
生活衛生課　☎０８２０（７９）１０１２
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　柳井地区広域消費生活センターでは、契約に関す
ることや架空請求など、消費者と事業者の間に発生
したトラブルの相談を受け付けています。
　原則、来所もしくは電話で相談を受け付けていま
すが、センター開所時間に相談をできない方向けに
インターネットでの相談受付を始めました。
　下記ＵＲＬから相談受付フォームに入力し、送信
してください。
　お返事は、翌センター開所日までに差し上げます
が、お急ぎの方は、電話か来所でご相談ください。

http://www.city-yanai.jp/site/shohiseikatsu-center/
　
　柳井地区広域消費生活センターで相談を受け付
けている曜日、時間、場所、電話番号は次のとおり
です。

曜日　月曜日～金曜日（祝日・年末年始は除く） 
時間　午前 8 時 30 分～午後５時 15 分まで
　　　　（ただし相談の受付は午後５時まで） 
場所　柳井市役所 3 階商工観光課内 
☎０８２０（２２）２１２５（直通）

ご相談は…

インターネット受付を始めました

消 費 生 活 相 談


